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9.4. 豊田地域の再編方針 

9.4.1. 再編のポイント 

 

 豊田地域で運行する生活バスは予約型の運行を行っているが、運行割合は最も利用

の多い路線で約 60％、最も利用の少ない路線で約 40％にとどまっており、運行 1

便あたりの利用者数はどの路線・便においても 2.0 人以下と運行が非効率となって

いる。（H30 年 10 月～R1 年 9 月実績） 

 利用の多くは地区中心部の商業施設や病院、道の駅を連絡している。 

路線・地域の抱える課題 

 生活バスの利用ニーズに合わせ、区域内での発着自由度を維持しながら、区域の見

直しを行う事で利便性の向上を図る。 

 車両台数を現在より削減しても運行可能な運行ダイヤとするため、区域の統合を検

討し、車両運用効率化を図る。また、これにより余剰車両が発生した場合、その活

用を検討する。 

 収支改善の観点から、利用率に基づく曜日限定の運行を検討する。 

再編の方向性 

再編内容 

生活バス 

杢路子線 

<Step.２> 

 現行路線を基準とし、利用状況に応じた区域の見直しや車

両の運用効率化等を検討。 

生活バス 
一の俣線 

<Step.２> 

 現行路線を基準とし、利用状況に応じた区域の見直しや車

両の運用効率化等を検討。 

生活バス 

今出線 

<Step.２> 

 現行路線を基準とし、利用状況に応じた区域の見直しや車

両の運用効率化等を検討。 

生活バス 

一の瀬線 

<Step.２> 

 現行路線を基準とし、利用状況に応じた区域の見直しや車

両の運用効率化等を検討。 

ブルーライン交通 
豊田方面 

<Step.２> 

 利用状況に応じた利便性向上、運行効率化を検討する。 



 

 27

9.4.2. 再編前後の路線網 

 

 



 

 28

9.4.3. 路線別の再編内容 

（1） 杢路子線 
<Step.２> 

運行の目的 

杢路子線は、豊田地域西部の上杢路子、下杢路子、下八道、鷹子、庭田自治会

エリアと豊田地域中心部を連絡する路線不定期運行を行っている生活バスで

ある。集落の高齢化等の実態を考慮し、運行区域の見直しを行うとともに、運

行時間帯を見直し、居住者の利便性の向上を図る。 

運行事業者 下関市 

事業の種類 自家用有償 

運行の形態 区域運行（予約制） 

車両 小型車両 

運行日 利用率に基づき検討 

 

系統 運行区域 系統キロ 
運行回数 

再編前 再編後 

杢路子線 
【出発地】上杢路子、下杢路子、下
八道、鷹子、庭田自治会 
【目的地】豊田地域中心部 

 3 往復 
（予約制） 

3 往復（予約制） 
運行時間帯につ
いては検討する。 

 
（2） 一の俣線 

<Step.２> 

運行の目的 

一の俣線は、豊田地域北西部の一の俣、佐野、上浮石、秋葉、稲見自治会エリ

アと豊田地域中心部を連絡する路線不定期運行を行っている生活バスである。

集落の高齢化等の実態を考慮し、運行区域の見直しを行うとともに、運行時間

帯を見直し、居住者の利便性の向上を図る。 

運行事業者 下関市 

事業の種類 自家用有償 

運行の形態 区域運行（予約制） 

車両 小型車両 

運行日 利用率に基づき検討 

 

系統 運行区間 系統キロ 
運行回数 

再編前 再編後 

一の俣線 
【出発地】一の俣、佐野、上浮石、
秋葉、稲見自治会 
【目的地】豊田地域中心部 

 
3 往復 

（予約制） 

3 往復（予約制） 
運行時間帯につ
いては検討する。 

（3） 今出線 
<Step.２> 

運行の目的 

今出線は、豊田地域北東部の今出、台、地吉自治会エリアと豊田地域中心部を

連絡する路線不定期運行を行っている生活バスである。集落の高齢化等の実態

を考慮し、運行区域の見直しを行うとともに、運行時間帯を見直し、居住者の

利便性の向上を図る。 

運行事業者 下関市 

事業の種類 自家用有償 

運行の形態 区域運行（予約制） 

車両 小型車両 

運行日 利用率に基づき検討 
 

系統 運行区間 系統キロ 
運行回数 

再編前 再編後 

今出線 【出発地】今出、台、地吉自治会 
【目的地】豊田地域中心部 

 
3 往復 

（予約制） 

3 往復（予約制） 
運行時間帯につい
ては検討する。 

 
（4） 一の瀬線 

<Step.２> 

運行の目的 

一の瀬線は、豊田地域南部の中の瀬、日高萩自治会、阿座上自治会の一部、石

町自治会のうち豊田町大字江良地域のエリアと豊田地域中心部を連絡する路

線不定期運行を行っている生活バスである。集落の高齢化等の実態を考慮し、

運行区域の見直しを行うとともに、運行時間帯を見直し、居住者の利便性の向

上を図る。 

運行事業者 下関市 

事業の種類 自家用有償 

運行の形態 区域運行（予約制） 

車両 小型車両 

運行日 利用率に基づき検討 
 

系統 運行区間 系統キロ 
運行回数 

再編前 再編後 

一の瀬線 

【出発地】中の瀬、日高萩自治会、
阿座上自治会のうち豊田町大字阿
座上 1 番地１から 418 番地までの
地域、石町自治会のうち豊田町大
字江良地域 
【目的地】豊田地域中心部 

 
3 往復 

（予約制） 

3 往復（予約制） 
運行時間帯につ
いては検討する。 
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（5） ブルーライン交通 豊田方面 

<Step.２> 
運行の目的 利用実態に応じて順次運行の効率化を図る。 

運行事業者 ブルーライン交通株式会社 

事業の種類 一般乗合 

運行の形態 路線定期運行 

車両 中型車両 

運行日 毎日運行 
  


